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令和４年第２回下仁田町議会臨時会会議録第１号（２８日） 
招集年月日 令和４年１１月２８日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 令和４年１１月２８日午前10時00分 議 長 佐 藤  博 

及 び 宣 言 閉 会 令和４年１１月２８日午前10時30分 議 長 佐 藤  博 

議 員 出 席 状 況 議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

応 招 １１名 １ 小井土 光 弘 ○ ○ ７ 佐 藤  博 ○ ○ 

不応招  ０名 ２ 大 手 博 幸 ○ ○ ８ 千 野 榮 治 ○ ○ 

出 席 １１名 ３ 佐々木 信 也 ○ ○ １０ 堀 口 博 志 ○ ○ 

欠 席  ０名 ４ 岡 田 邦 敏 ○ ○ １１ 岡 田 武 二 ○ ○ 

欠 員  ０名 ５ 木 暮 弘 元 ○ ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ ○ 

【 凡  例 】 

○応招・出席を 

 示す 

×欠席・不応招 

 を示す 

６ 岩 崎 正 春 ○ ○     

        

        

会 議 録 署 名 議 員 ８番 千 野 榮 治 １０番 堀 口 博 志  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 佐 藤 正 明 書 記 佐 藤 里 奈 

 町 長 原  秀 男 福 祉 課 長 猪 野 ともえ 

地方自治法 教 育 長 里 見 立 夫 保 健 課 長 岩 井  収 

第１２１条に 総 務 課 長 岡 野  均 農 林 課 長 佐 藤 圭 司 

より説明のた 企画課課長補佐 福 田 裕 二 商 工 観 光 課 長 林  光 一 

め出席した者 住 民 税 務 課 長 下 山 光 一 建 設 水 道 課 長 荻 野 文 昭 

の氏名 会 計 課 長 岡 野 宏 巳 教 育 課 長 竹 内  誠 
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 議案第61号 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例 

４ 第62号議案 下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改正する 

        条例 

５ 第63号議案 下仁田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和４年１１月２８日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 佐藤博  議員の出席が定足数に達しておりますので、ただいまから、令和

４年第２回下仁田町議会臨時会を開会し、ただちに本日の会議を開きます。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

     会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、８番 千野榮治

君と、１０番 堀口博志君を指名いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  続いて、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

     お諮りいたします。 

     本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日に決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  続いて、町長から臨時会招集の挨拶を願います。 

     町長 

（原秀男町長 登壇） 

○町長 原秀男  皆さん、おはようございます。 
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     令和４年第２回臨時会の開会に当たり、ご指名をいただきましたので一言

ご挨拶を申し上げます。 

     本日は、議員の皆様におかれましては、臨時会にご参集いただき大変あり

がとうございます。 

     さて、本臨時会では、国の人事院勧告に基づき、下仁田町長、副町長及び

教育長の諸給与支給条例並びに下仁田町職員の給与に関する条例の一部改正

についてご提案申し上げます。 

     後ほど担当課長より詳細を説明いたさせますので、慎重審議の上、ご議決

をいただきますようお願い申し上げます。 

     以上、令和４年第２回臨時会の開会に当たりましての挨拶といたします。

大変お世話になります。 

○議長 佐藤博  ここで暫時休憩いたします。 

     なお、引き続きまして、３０２委員会室において全員協議会を開催します

ので、議案書をお持ちの上、移動していただきますようお願いいたします。 

休  憩  午前１０時０２分 

再  開  午前１０時１９分 

○議長 佐藤博  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  日程第３、議案第６１号 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例

の一部を改正する条例を議題といたします。 

     議会事務局長に朗読させます。 

     議会事務局長 

（佐藤正明議会事務局長 登壇） 

○議会事務局長 佐藤正明  命によりまして、議案第６１号を朗読いたします。 

     議案第６１号 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条

例。 

     上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び下仁田町議会会議

規則第１４条の規定により提出いたします。 

     令和４年１１月２８日提出。 

     下仁田町議会議長 佐藤博様。 

     提出者 下仁田町議会議員 堀口博志。 

     賛成者 同 佐々木信也。 

     賛成者 同 岡田邦敏。 

     賛成者 同 岩崎正春。 
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     賛成者 同 千野榮治。 

     賛成者 同 岡田武二。 

     別紙をお願いいたします。 

     下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する条例。 

     第１条 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を次のように改正す

る。 

     第６条第２項中「１２月に支給する場合には１００分の２１５．０」を

「１２月に支給する場合には１００分の２２５．０」に改める。 

     第２条 下仁田町議会の議員の諸給与支給条例の一部を次のように改正す

る。 

     第６条第２項中「６月に支給する場合には１００分の２１５．０」を「６

月に支給する場合には１００分の２２０．０」に、「１２月に支給する場

合には１００分の２２５．０」を「１２月に支給する場合には１００分の

２２０．０」に改める。 

     附則。 

     （施行期日） 

     この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第

２条の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

     提出の理由。 

     人事院勧告及び群馬県人事委員会勧告に準ずる条例改正に伴い、下仁田町

議会の議員の諸給与支給条例の一部を改正する必要が生じたため。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  朗読が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     議案第６１号を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、議案第６１号は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 
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○議長 佐藤博  次に、日程第４、第６２号議案 下仁田町長、副町長及び教育長

の諸給与支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

     提案理由の説明を総務課長に求めます。 

     総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第６２号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第６２号議案 下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を

改正する条例。 

     第１条 下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を次のよ

うに改正する。 

     第３条第２項中「１２月に支給する場合には１００分の２１５．０」を

「１２月に支給する場合には１００分の２２５．０」に改める。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明しましたので、省

略をさせていただきます。 

     附則。 

     （施行期日） 

     第１条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。た

だし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

     以下の内容についても説明を省略をさせていただきます。 

     令和４年１１月２８日提出。 

     下仁田町長 原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６２号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６２号議案は、原案のとおり可決され

ました。 
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──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第５、第６３号議案 下仁田町職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例を議題といたします。 

     提案理由の説明を総務課長に求めます。 

     総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第６３号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第６３号議案 下仁田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

     （下仁田町職員の給与に関する条例の一部改正） 

     第１条 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

     第１７条第２項第１号中「９５」を「１０５」に、「１１５」を「１２５」

に改め、同項第２号中「４５」を「５０」に、「５５」を「６０」に改める。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたの

で、省略をさせていただきます。 

     ４ページをお願いいたします。 

     附則。 

     （施行期日等） 

     第１条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。た

だし、第２条及び第４条の規定は、令和５年４月１日から施行する。 

     以下の内容についても説明を省略させていただきます。 

     令和４年１１月２８日提出。 

     下仁田町長 原秀男。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。 

     討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６３号議案を、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６３号議案は、原案のとおり可決され
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ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  以上で、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしまし

た。 

     お諮りいたします。 

     会議規則第４５条の規定により、字句等の整理については、議長に一任願

いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  異議なしと認めます。よって、字句等の整理については、議長に

一任願います。 

     これをもちまして、令和４年第２回下仁田町議会臨時会を閉会いたします。 

     ご苦労さまでした。 

────────────────── 

    閉  会    令和４年１１月２８日  午前１０時３０分 

────────────────── 
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 以上は、会議の経過を記載したものである。その内容に相違ないことを証するため、

地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

    議  長     佐 藤   博 

    ────────────────      

 

 

 

    署名議員     千 野 榮 治 

    ────────────────      

 

 

 

    署名議員     堀 口 博 志 

    ────────────────      

 


